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利
用
目
的
に
よ
る
制
限
等

（二）

適
正
な
取
得
、
正
確
性
の
確
保
、

安
全
管
理
措
置
等
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第
三
者
提
供
の
制
限
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本
人
の
関
与

（五）

苦
情
の
処
理
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※
漏
え
い
時
の
被
害
・
事
業
の
性
質
・
リ
ス
ク

に
　
応
じ
た
、
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
で
あ
る

こ
と
。

※
例
外
　
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
（
本
人
の
求
め
に
応

じ
　
て
提
供
を
停
止
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る

場
合
）

　
近
年
Ｉ
Ｔ
化
の
進
展
に
伴
い
、
官
民
を

通
じ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
利
用
し
て
大
量
の
個
人
情
報
が
処
理
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
個
人
情
報
の
取

扱
い
は
、
今
後
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
く

と
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
個
人
情
報
は
、
そ

の
性
質
上
い
っ
た
ん
誤
っ
た
取
扱
い
を
さ

れ
る
と
個
人
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
被

害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
実
際
、
企
業
か
ら
の
顧
客
情
報
の
流
失

や
個
人
情
報
の
売
買
事
件
が
多
発
し
て
お

り
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
不

安
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
誰
も
が
安

心
し
て
Ｉ
Ｔ
社
会
の
便
益
を
享
受
す
る
た

め
の
制
度
的
基
盤
と
し
て
、
平
成
十
五
年

五
月
三
十
日
に
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
公
布
さ
れ
ま
し

た
。

　
こ
の
法
律
に
お
け
る
民
間
の
事
業
者
（
個

人
情
報
取
扱
事
業
者
）
の
義
務
は
、
平
成

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
個
人
情
報
の
有
用
性

に
配
慮
し
つ
つ
、
個
人
の
権
利
利
益

を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
官
民
を
通
じ
た
基
本

法
の
部
分
と
、
民
間
の
事
業
者
に
対

す
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
ル
ー
ル

の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
民
間
の
事
業
者
の

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
て
共
通

す
る
必
要
最
小
限
の
ル
ー
ル
を
定
め

て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
の
仕
組
み
は
、

事
業
者
が
、
各
省
庁
等
が
策
定
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
即
し
て
、
事
業
等

の
分
野
の
実
情
に
応
じ
、
自
律
的
に

取
り
組
む
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務
は
、
大

き
く
分
け
る
と
次
の
（
一
）
〜
（
五
）
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

利
用
目
的
を
で
き
る
限
り
特
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
十
五
条
）

利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え

て
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
第
十
六
条
）

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
取
得

し
て
は
な
ら
な
い
。
（
第
十
七
条
）

取
得
し
た
と
き
は
利
用
目
的
を
通
知
又

は
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
第
十
八

条
）

正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
十
九
条
）

安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
二
十
条
）�

従
業
者
・
委
託
先
に
対
し
必
要
な
監
督

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
二
十

一
、
二
十
二
条
）

本
人
の
同
意
を
得
ず
に
第
三
者
に
提
供

し
て
は
な
ら
な
い
。
（
第
二
十
三
条
）

利
用
目
的
等
を
本
人
の
知
り
得
る
状
態

に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
第
二
十
四
条
）

本
人
の
求
め
に
応
じ
て
保
有
個
人
デ
ー

タ
を
開
示
・
訂
正
・
利
用
停
止
等
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
二
十
五
条
〜
第

二
十
七
条
）

苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
三
十
一
条
）

　
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
制
度
の
目
的

は
、
事
業
者
に
よ
る
苦
情
処
理
の
取
組
み

を
補
完
し
、
苦
情
の
自
主
的
な
解
決
を
図

る
た
め
、
主
務
大
臣
が
民
間
の
団
体
（
事

業
者
団
体
等
）
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
業
務
に
つ
い
て
消
費
者
か
ら
の
信
頼

を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
認
定
団
体
は
、
対
象
事
業
者
の
個
人
情

報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
作
成
・
公
表
、
対
象
事

業
者
へ
の
情
報
提
供
な
ど
の
業
務
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
主
務
大
臣

に
申
請
を
行
い
、
一
定
の
基
準
を
満
た
せ

ば
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
本
人
か
ら
の
苦
情
は
、
事
業
者
自
身
に

よ
る
苦
情
処
理
や
、
地
方
公
共
団
体
に
よ

る
苦
情
あ
っ
せ
ん
等
に
よ
り
解
決
が
図
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
解
決

が
図
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
本
人
は

裁
判
手
続
き
に
よ
り
解
決
を
図
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
義
務

規
定
に
違
反
し
、
不
適
切
な
個
人
情
報
の

取
扱
い
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
事
業

を
所
管
す
る
主
務
大
臣
が
、
必
要
に
応
じ

て
、
事
業
者
に
対
し
勧
告
、
命
令
等
の
措

置
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
事
業
者

が
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
罰
則

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
経
済
産
業
省
で
は
、
所
管
業
種
に
お
け

る
個
人
情
報
保
護
法
の
適
用
を
ま
と
め
た

「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
に
つ
い
て
の
経
済
産
業

分
野
を
対
象
と
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
企
業
が
対
応
を
行

う
際
の
参
考
と
な
る
よ
う
な
、

分
か
り
や
す
い
マ
ニ
ュ
ア
ル

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
特
徴
・

性
格
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

�

　　
基
本
方
針
及
び
個
人
情
報

保
護
法
第
八
条
に
基
づ
き
、

経
済
産
業
省
所
管
の
事
業
者

等
が
個
人
情
報
の
適
正
な
取

扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
行

う
取
組
み
を
支
援
す
る
た
め
の
具
体
的
指

針
と
し
て
策
定
し
て
い
ま
す
。�

　
個
人
情
報
保
護
法
に
関
す
る
対
応
を
行

う
に
際
し
て
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
て

る
よ
う
、
参
考
事
例
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。�

�
�

�

事
例
に
つ
い
て
は
、
法
の
ル
ー
ル
に
適
合

し
て
い
る
例
と
違
反
し
て
い
る
例
の
双
方

に
つ
い
て
記
述
し
、
事
業
者
が
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
え
ば
良
い
の
か
分

か
る
よ
う
な
工
夫
を
行
っ
て
い
ま
す
。�

　
経
済
産
業
省
所
管
の
事
業
者
等
が
、
個

人
情
報
保
護
法
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て

全
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
従

業
員
の
個
人
情
報
に
関
す
る
部
分
も
記
述

し
て
い
ま
す
。
従
業
員
の
個
人
情
報
の
取

扱
い
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大

臣
と
経
済
産
業
大
臣
の
共
同
で
作
成
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
「
勧
告
」
・
「
命
令
」
及
び
「
緊
急
命
令
」

に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
、

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
明
記
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
た
か
否
か
を
基
に
判
断

し
て
行
う
こ
と
と
し
、
行
政
の
透
明
性
の

確
保
を
図
り
ま
し
た
。

事
業
者
の
取
組
み
を
支

援
す
る
た
め
の
具
体
的

指
針

（三）

従
業
員
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に

つ
い
て

（四）

行
政
の
透
明
性
の
確
保

（二）

具
体
的
な
事
例
を
掲
載

「平成16年度�情報モラル啓発セミナー」
の開催について

日　　時

場　　所

定　　員

問い合わせ先

平成17年2月10日（木）13:00～17:30

沖縄コンベンションセンター

500名　参加料無料（定員になり次第締め切ります）

沖縄総合事務局経済産業部産業課

：

：

：

：

経済産業省では、下記日程により個人情報保護に関するセミナーを

開催しますので、是非ご参加下さい。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

セミナー開催のご案内

個人情報保護法制の

体系イメージ

罰則フロー図

（出典：内閣府国民生活局資料、経済産業省資料）
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